
正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
印
刷
誤
り
）

五
二

二
政
令
第
八
十
三
号
政
令
第
八
十
四
号

（
原
稿
誤
り
）

七
一
五
上

一
三
法
律
施
行
規
則
に

基
づ
き

法
律
施
行
規
則
の

規
定
に
基
づ
き

（
印
刷
誤
り
）

七
四
五

二
政
令
第
八
十
三
号
政
令
第
八
十
四
号

令和年月日 木曜日 第号官 報

七
二
七
ペ
ー
ジ
下
段
終
り
か
ら
二
三
行
目
か
ら
七
行
目

ま
で
を
削
除
す
る
。

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
五
日

東
京
都
港
区
海
岸
三
丁
目
二
二
番
三
四
号

栗
林
運
輸
株
式
会
社

代
表
取
締
役

栗
林

宏
吉

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
六
月
二
十
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
五
日

福
井
県
福
井
市
順
化
一
丁
目
二
一
番
一
号

ニ
ッ
セ
イ
福
井
ビ
ル

三
津
井
証
券
株
式
会
社

代
表
取
締
役

石
川

浩
基

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
六
月
二
十
三
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
五
日

静
岡
県
浜
松
市
中
央
区
篠
原
町
一
七
九
八
八
番
地

の
一

浜
松
液
化
ガ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

山
下

洋
一

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
六
月
三
十
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
五
日

岡
山
県
新
見
市
高
尾
二
三
五
二
番
地
の
六

田
原
産
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

田
原

茂
穂

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
六
月
二
十
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
五
日

岡
山
県
津
山
市
瓜
生
原
二
〇
四
番
地
の
一

全
本
金
属
興
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

全
本

親
民

外
国
会
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
の
退
任
公
告

当
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
で
あ
る
九
万
田

祐
司
が
退
任
す
る
こ
と
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、

本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。令

和
七
年
六
月
五
日

鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
錦
江
台
一
丁
目
一
番
八

デ
ジ
タ
ル
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
株
式
会
社

日
本
に
お
け
る
代
表
者

九
万
田
祐
司

取
得
条
項
付
株
式
の
一
部
の
取
得
及
び
取
得
日
の
通
知
公

告
当
社
は
、
左
記
の
と
お
り
、
当
社
の
本
取
得
条
項
付
株

式
を
取
得
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま

す
。

一
、
取
得
す
る
取
得
条
項
付
株
式

当
社
発
行
の
本
取
得

条
項
付
株
式
の
う
ち
、
令
和
七
年
六
月
四
日
ま
で
に
当

社
の
取
締
役
、
監
査
役
、
執
行
役
員
及
び
従
業
員
の
い

ず
れ
の
地
位
も
有
し
な
く
な
っ
た
者
二
名
が
保
有
す
る

本
取
得
条
項
付
株
式
の
全
部
（
四
百
十
万
八
千
株
）

二
、
取
得
の
日

令
和
七
年
六
月
二
十
日

令
和
七
年
六
月
五
日

千
葉
県
柏
市
柏
の
葉
五
丁
目
四
番
六
号

株
式
会
社
ア
ル
ガ
ル
バ
イ
オ

代
表
取
締
役
社
長

木
村

周

取
消
公
告

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
（
号
外
第
七
十
二
号
）
掲
載

の
第
六
十
三
期
決
算
公
告
は
取
消
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
五
日

沖
縄
県
浦
添
市
牧
港
五
丁
目
五
番
六
号

フ
ォ
ー
モ
ス
ト
ブ
ル
ー
シ
ー
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役

村
上

琢
磨

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
（
号
外
第
七
十
一
号
）
公
布

内
閣
府
・
厚
生
労
働
省
令
第
四
号
（
障
害
者
の
日
常
生
活

及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行

規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る

命
令
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
（
号
外
第
七
十
一
号
）
こ
ど

も
家
庭
庁
・
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
号
（
児
童
福
祉
法
施

行
規
則
の
規
定
に
基
づ
き
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る

様
式
並
び
に
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
の
規
定
に
基
づ
き

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
様
式
及
び
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官

及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
様
式
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
（
号
外
第
七
十
一
号
）
こ
ど

も
家
庭
庁
・
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
号
（
障
害
者
の
日
常

生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
こ
ど
も
家
庭

庁
・
厚
生
労
働
省
関
係
告
示
の
整
理
に
関
す
る
告
示
及
び

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す

る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及

び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の

算
定
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
の
一
部

を
改
正
す
る
告
示
）

訂
正
公
告

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
（
号
外
第
七
十
二
号
）
掲
載

の
広
島
県
に
係
る
解
散
命
令
公
告
中
、
名
称
及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地
「広

島
県
福
山
市
多
治
米
町
六
丁
目
17

番
10号

」
と
あ
る
は
「広

島
県
福
山
市
曙
町
二
丁
目
６
番

３
号

」、「広
島
県
府
中
市
高
木
町
103番

地
７

」
と
あ
る
は

「広
島
県
福
山
市
東
吉
津
町
４
番
16号

」、「広
島
県
大
竹

市
松
ヶ
原
町
862番

地
の
２

」
と
あ
る
は
「広

島
県
廿
日

市
市
沖
塩
屋
二
丁
目
10番

28号

」、「広
島
県
福
山
市
西
新

涯
町
一
丁
目
14番
29号

」
と
あ
る
は
「広

島
県
福
山
市
蔵

王
町
二
丁
目
18番
22号

」
の
誤
り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
五
日

広
島
県
知
事

湯
﨑

英
彦



Rectangle

Rectangle
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正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
原
稿
誤
り
）

四
三
一
四
〜
法
律
施
行
規
則
に
法
律
施
行
規
則
の

一
五
基
づ
き

規
定
に
基
づ
き

（
原
稿
誤
り
）

一
三
九

第
八
条

改
正
後
欄

終
り
か
ら三


第
二
十
七
号

第
二
十
七
号
）

〃

〃改正
前
欄

〃

〃

〃

〃改正
後
欄

〃

〃


を
い
う
。

を
い
う
。）

〃

〃改正
前
欄

〃

〃

令和年月日 水曜日 第号官 報
組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
六
月
四
日

福
井
県
勝
山
市
元
町
一
丁
目
七
番
二
一
号
の
一

ギ
ャ
オ
ポ
ン
合
同
会
社

代
表
社
員

内
田

徹

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
六
月
四
日

大
阪
府
藤
井
寺
市
小
山
六
丁
目
二
番
一
六
号

合
同
会
社
Ｅ

Ｋ
Ｏ

Ｂ
Ｏ

代
表
社
員

志
倉

力
樹

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
六
月
四
日

愛
媛
県
宇
和
島
市
鶴
島
町
六
番
二
一
号

合
資
会
社
愛
媛
水
道

代
表
社
員

藤
井

憲
生

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
九
〇
〇
万
円
減
少
し
一
〇
〇

万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
七
月
三
十
一
日
で
あ
り
、
株

主
総
会
の
決
議
は
、
令
和
七
年
四
月
二
十
五
日
に
終
了
し

て
お
り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

w
w
w
.k
ey
sk
y
.b
iz

令
和
七
年
六
月
四
日

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
見
沼
区
東
門
前
一
七
三
番
三
号

Ｋ
Ｅ
Ｙ
Ｓ
Ｋ
Ｙ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

谷
口

勝
美

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
三
億
八
五
五
〇
万
円
減
少
し

一
億
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
七
月
十
五
日
で
あ
り
、
株
主

総
会
の
決
議
は
、
令
和
七
年
五
月
十
九
日
に
終
了
し
て
お

り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
六
月
四
日

東
京
都
荒
川
区
西
日
暮
里
五
丁
目
一
三
番
一
一
号

第
三
イ
ト
ー
ビ
ル
五
Ｆ

伊
藤
工
事
株
式
会
社

代
表
取
締
役

伊
藤

林
子

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
一
千
二
百
万
円
減
少
し
八
百

万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
六
月
四
日

広
島
県
廿
日
市
市
宮
内
四
丁
目
一
〇
番
九
号

株
式
会
社
ホ
ッ
ト
ス
タ
ッ
フ
廿
日
市

代
表
取
締
役

清
水

雅
人

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
準
備
金
の
額
を
二
十
一
億
四
千
六
百
五

十
二
万
二
千
二
百
九
十
一
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま

し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
令
和
七
年

七
月
四
日
ま
で
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
五
月
九
日

掲
載
頁

六
十
頁
（
号
外
第
一
〇
三
号
）

令
和
七
年
六
月
四
日

東
京
都
品
川
区
西
五
反
田
八
丁
目
九
番
五
号

ク
ラ
ス
タ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

加
藤

直
人

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
準
備
金
の
額
を
二
億
四
千
万
円
減
少
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
四
月
二
十
八
日

掲
載
頁

四
十
九
頁
（
号
外
第
九
十
五
号
）

令
和
七
年
六
月
四
日

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
蛎
殻
町
一

一
八

二
中

野
オ
イ
ス
タ
ー
ビ
ル
二
〇
一

Ａ
Ｍ
Ｏ
Ｉ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

周

名

月

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
株
式
交
換
に
よ
り
増
加
す
る
予
定
の
資
本
準

備
金
の
額
を
四
十
五
億
一
千
百
二
十
七
万
二
千
三
百
八
円

減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
は
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ

ん
。令

和
七
年
六
月
四
日

奈
良
県
吉
野
郡
吉
野
町
大
字
丹
治
一
五
番
地
の
一

株
式
会
社
櫻
井
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

代
表
取
締
役

櫻
井

信
孝

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
六
月
三
十
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

福
井
県
越
前
市
本
多
一
丁
目
五
番
二
〇
号

株
式
会
社
共
生
商
会

代
表
取
締
役

敦
賀

功

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
定
款
を
変
更
し
て
譲
渡
に
よ
る
株
式
の
取
得

に
つ
き
取
締
役
会
の
承
認
を
要
す
る
旨
の
定
め
を
設
け
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

神
戸
市
中
央
区
江
戸
町
一
〇
四
番
地

尾
道
造
船
株
式
会
社

代
表
取
締
役

中
部

隆

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
六
月
十
九
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

香
川
県
三
豊
市
三
野
町
吉
津
甲
六
〇
五
番
地
二

株
式
会
社
せ
と
う
ち
福
祉
サ
ー
ビ
ス

代
表
取
締
役

白
井

延
明

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
十
四
億
二
千
万
円
減
少

し
四
千
二
百
万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
て
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告

掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
及

び
損
益
計
算
書
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
五
月
二
十
一
日

掲
載
頁

一
六
八
頁
（
号
外
第
一
一
一
号
）

令
和
七
年
六
月
四
日

東
京
都
千
代
田
区
内
幸
町
二
丁
目
一
番
六
号

Ｋ
Ｒ
Ｆ
８
７
特
定
目
的
会
社

取
締
役

中
津

正
憲

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
二
億
七
千
万
円
減
少
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ

ん
。令

和
七
年
六
月
四
日

東
京
都
港
区
六
本
木
一
丁
目
六
番
一
号
泉
ガ
ー
デ

ン
タ
ワ
ー

サ
ガ
ミ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

中
村

武

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
（
号
外
第
七
十
一
号
）
目
次

欄
中令

和
七
年
三
月
三
十
一
日
（
号
外
第
七
十
一
号
）
公
布

厚
生
労
働
省
令
第
三
十
六
号
（
健
康
保
険
法
施
行
規
則
等

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
）
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